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自己破産申立手続の流れと免責について

破産宣告・破産廃止 決定

免責審尋

免責決定

記録の返還

破産申立・免責申立

免責不許可事由とは・・・破産法に定めら
れている免責をみとめない事情

（代表的な例）
① ７年以内に破産・免責決定を受け て
いること
② ギャンブルや買い物などによる浪費
③ 嘘をついて借り入れをしたこと
④ 換金のためクレジットで買ったものを
すぐ転売したこと
⑤ 財産を隠して破産申立をしたこと
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破産廃止（同時廃止）
とは？
破産宣告と同時に、破
産管財人をつけずに破
産手続を終了（廃止）す
ること。破産が認められ
ないということではない
のでご安心ください。
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